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あ

穴
配
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罵
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西
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論

叢

資

産

者

と

課

税

…
…
…
…
・…
…
・…
・…
…

・…

…

法
學
博
士

神

戸

正

雄

フ

ィ
シ

ヤ

ア

利

子

論

の

分

析

…

…
・・…

…
…

・
文
學
博
士

高

田

保

馬

現

代

の

「
生

の
哲

學

」
と
し
て
の
経

済

哲

學

…

-
繹
蛮

博
士

石

川

興

二

時

論

大
都

市

に

お

け

る

商

店

街

の

構

成

・・…
…
・…

藩

學
博
士

谷

.
口

吉

彦

サ

ロコ
凹

田

山川剤

私

設

工

場

委

員

會

と

企

業

・、・…
・…
…

…

…

・・
経
済
學
士

大

塚

一

朗

節

約

投

資

の
均

衡

と

中

立

貨

幣

…

…

…

…

経
濟
學
士

中

谷

實

再

保

険

料

率

に

關

す

る

一
研

究

…

経
濟
學
士

佐

波

宣

平

皿
バ

レ
ト

の

生

産

均

衡

論

…

…

…
…

…

…

・血

濟
學
士

青

山

秀

夫

説

苑

シ

ュ
タ

イ

ン
の
政

治

経

済

學

批

判

に
つ
い
て
…

鰹
濟
學
士

島

恭

彦

附

鎌

新
着
外
囲
経
済
雑
誌
主
要
論
題

本
誌
第
四
十
二
巻
総
目
録



0

言兄

→・十

;タ巳

シ

ュ
タ
イ

ン
の
政
治
経
済
學

批

判

に

つ
い
て

・i

共

の
財

政
學

の

一
研
究

・
.
.

序

島

恭

彦

財
政
は
国
家
其
他
の
政
治
團
艘

の
経
済
で
あ
り
、
政
治
と
経

済
の
交
錯
す

る
領
域
で
あ
る
。
其
故
に
財
政
思
想

の
歴
史
を
顧

る
な
ら
ば
、
其
塵

に
国
家
及
び
経
済
に
關
す

る
極
め
て
多
彩
な

イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
が
錯
綜
し
て
み
る
の
を
見
出
す
で
あ
ら
う
。
又

財
政

の
中
に
不
断
に
政
治
的
経
済
的
諸
力
が
闘
争
し
、
或
時
は

↓
方
が
他
方
を
制
し
、
叉
或
時
は
両
者
が
均
衡
す
る
様

に
、
財

政
思
想
に
於
て
も
、
或
者
は
国
家
學
や
政
治
學

の
優
越
性
を
信

じ
、
或
者
は
経
済
學

の
萬
能
を
主
張
し
、
又
或
者
は
両
者
を
調

シ
ュ
タ
イ
ン
の
政
泊
纏
濟
學
批
判
に
つ
い
て

和
し
や
う
と
す
る
。
勿
論
こ
の
場
合
軍
な
る
立
場

の
雫

ひ
で
は

な
く
、
財
政
め
本
質
を
如
何
な

る̀
方
法
を
以
}、
把
握
す
る
か
と

云
ふ
事
が
問
題

に
な
っ
て
み
る
の
で
あ

る
。
又
.こ
の
限
b
に
於

て
の
み
財
政
思
想
に
於
け
る
批
判
と
反
批
判

の
歴
史
を
検
討
す

る
事
が
出
来
る
。

十
八
世
紀
後
孚
資
本
主
義
経
済

の
勃
興
と
共
に
擡
頭
し
た
自

由
主
義
的
経
済
學
は
専
制
画
家

の
諸
政
策
を
批
判
し
つ

、
、
又

同
時

に
聞
　蜜
の
経
糾
蓉
君
主

の
恣
意
か
ら
樹
立
し
物
経
済
独
鯛

に
支
配
さ
れ

る
貼
を
明
か
に
し
た
ゆ
彼
等
は
先
づ
財
政
學
を
行

政
の
技
術
論
か
ら
解
放
し
て
、
純
経
済
的
な
盟
系

の
中
に
牧
め

た

の
で
あ

っ
た
。

ス
ミ
ス
や
セ
イ
の
経
済
學
は
封
建
的
遺
制

の

永
く
騰
存
し
て
み
た
猫
逸
に
も
侵
入
し
、
啓
蒙
的
な
官
房
學

の

財
務
行
政
論
と
所
謂
「
理
論
と
實
際
」
と
云
ふ
様
な
形
式

で
結

び

付
く
事
が
出
来
た
の
で
あ
る
が
、
猫
逸
人
が
個
人
主
義
的
経
済

學
を
充
分

に
理
解

し
な

い
中
に
、
浪
漫
思
想
が
掩
顕
し
縄
掛
国

家
を
理
論
的
に
辯
護
す
る
諸

々
の
國
家
學

が
復
活
し
た

の
で
あ

る
。

シ
ュ
タ
イ

ン
の
財
政
學
は
恰
も
か

」
る
思
想
系
統

に
属

し

て
み
る
。
.彼

は
政
治
経
済
學

の
中
に
姿
を
渡
し
て
み
た
財
政
學

第
四
十
二
巻

一
一
〇
七
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六
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シ
ュ
タ
イ
ン
の
政
治
経
済
學
批
剣
に
つ
い
て

を
再

び
国

家
學

の
中

に
取
り
戻

し
た

の
で
あ

っ
て
其

は
恰
も
官

も

し

房
學

の
復
活
と
云
ひ
得

る
だ
ら
う
。
彼

の
財
政
學
は
洵
に
國
家

ヘ

モ

も

繕

濟
墨

の
名

に
ふ
さ
は

し

い
の
で
あ

っ
て
、
且
ハ
は
英
佛

の
放

流

経

濟
學

に
謝
す

る
、
國

家
主
義

的
批
判

と
も
見

る
事

が
出
来

や

う
。

私

は
本
稿

で

シ
ュ
タ
イ

ン
の
政
治

経
済
摯

批
判
を

取
上
げ

て
論

じ
、
同
時

に
彼

の
財
政
學

の
性
、質
.を
考
察

し
悔

い
。

訓
.
政
油
維
濟
學
批
制
の
基
礎

イ

エ
ヒ
ト
は

シ
ュ
タ
イ

ン

の
財

政
學

の
中

に
歴
史
學
派

と

へ

わ

ー
ゲ

ル
哲
學

の
影
響

を
見

て
み
る
。

そ
し

て
こ
の
開
者

は
同
時

に
英
佛

の
純
経
済
的
財
政
學

に
劃
す

る
シ
　
タ
イ

ン

の
立
場

を

規

定
す

る
も

の
で
あ

る
。
第

一
の
難
.に

つ

い
て
見

る
な

ら
ば

、

シ
ュ
タ
イ

ン

は
各
国
民

の
財
政

制
度

の
個
性

(7
妻
・三
舞
=
雪
)

を
尊
重

し
、
.こ

の
個
性
を
比
較

研
究
し

、
其
財

政
學

の
全
編

恰

も
比
較
財

政
學

?
①
「範
①
巨
ざ
=
」
㊦
ゴ
】声
震
'二
串
o
【易
⊆
】四
ε
と
呼

ぶ

の

セ

に
ふ
さ
は
し
い
特
色
を
持
っ
て
る
る
。
併
し
こ
れ
は
彼

の
財
政

學
全
膿

に
見
ら
れ
る
特
色
と
云
ふ
だ
け
で
、
別

に
政
治
経
済
學

の
普
遍
主
義
に
鋤
す
る
、
積
極
的
な
批
判
を
な
す
も

の
で
は
な

第
四
十
二
巻

一
【
0
八

第
六
號

一
四
六

い
。
從

っ

て
私

の
考
察

は
第

二
の

ヘ
レ
ゲ

ル
哲
墨

の
影
響

に
限

ら
れ

ね

ば

な
ら

な

い
。

ヘ
ー
ゲ

ル
は
「
法

の
折
円學

」
の
中

で
客
薇
的
一桁
神

の
日取
高

の
獲

展

段
階

で
あ

る
国
家

を

、
物
質
主
義

や
個
人
主
義

の
支
配
す

る

市

民
肚
會

に
射
直

し

て
み

る
。
客
擬

的
精
神

は
市
民
砒
會

の
段

階

で
,
無
数

の
個

人

に
分
裂

し
、
こ

の
個
人
は
唯
自
己

の
利
盤

の

爲
.に

の
み
掛
倒

し
欲
求

す
る
。
而
も

こ

、
に
無
徽

の
個
人

の
闇

に
依
存
閾
…係

が
生
じ

る
の
で
あ

る
が
、
こ
れ

は

ヘ
ー
ゲ

ル
の
所

む

セ

も

へ

い

謂
欲
求

の
賭
系

窃
}虫
2
=
色
白

お
①
二
野
箪
耐凶諺
①
)
で
あ
り

、
こ

の

市
民
耽
會

の
合
理
的
な
聯
關
を
科
學

的
に
探
求

す

る
も

の
は
経

済

學

(

↑

ゲ

几

は

二

身-

を

..
エ
ρ・三

急

、̂
三
】。
・三
ご
、.

と

呼

び

ス

・
三

、

ギ
　

セ
イ
、
リ
カ
ル
ド
の
名
を
擧
げ
て
み
る
。
)
で
あ

る
。

併

し

ヘ
ー
ゲ

ル
に

よ
れ

ば
欲
求

の
艦
系

や
経
済
學

を
生
み
出

し
た
個
人
主
義

は
結
局
市
民
耐
會

の
段
階

で
獲

生
す

る
所

の

一
つ
の
誤
れ

る
意

も

へ

識

で
あ
り
、
個
人

が
自

他
共

に
欺

く
所

の
傾

壊

に

他

な

ら

な

い
。
市

民
社
倉

の
個
人

は
自
己
を
自

由
な
も

の
、
猫
立

せ
る
も

の
と
考

へ
て
る

る
が
、
倫
且

っ
個
人

は
客
観
的
精
神
・の

一
分

子

た
る
.事

を
止
め

る
も

の
で
は
な

い
。

從

っ
て
分

裂
せ

る
客
観

的

2)'
3)
4)

Jecht,WestnandFormen(ierFimnzwirtschロ]1[・s.14.

Lorenzv.Stein,LehTbuchderFinanzwi舐e恥c臨a壬'1.5Au乱S.93丘.
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精
神

が
師

己
を
再

び
統

一
す
る
国
家

の
段
階

に
於

て
始

め
て
慨

凡
主
義

の
迷
蒙

は
澗
滅

し

、
個
人

は
国
家

の

一
員

と
し
て
始

め

て
伯

山
な
人
格

の
本
質

を
認
識

す

る
事

が
出
來

る
。

ヘ
ー
ゲ

ル

は
市

民
飢
會

及
び
そ

の
個
人

を
国
家

の
中

に
止
揚
統

一
す

る
の

で
あ

る
が
、
恐
ら
く

又
個
人
主
義
的
原
理

に
基
く

経
済
學

も
國

家
塾

の
中

に
止
揚

さ
れ
ね

ば
な
ら
な

い
で
あ
ら
う
。
國
家
學

こ

そ
客
観
的
聯田沢
柵理
を
　閥
…
㎜
明
す

る
酬學
…圃
だ
か
きり
で
あ
W
る
。

へ
ー
ズ
バ
ル

は
斯
様

に
國

蜜

の
モ
渉

か
ら
自

己

を
解
放
.し
、
自
由

と
小
寺

を

主
張
す

る
市
民
瀧
會

の
利

己
的
個
人
を
再

び
国
家

の
内
部

に
有

機
的

に
統

一
し
や
う

と
し
た
。

が
く

て

へ
:
ゲ

ル
に
よ

っ

て
始

め

て
英
吉
利

や
佛
蘭
西

に
嚢
生

し
た
資
本

主
義
肚
愈

、
北
ハ庭

に

生
れ

た
個

人
主
義
的
経
済
學

に
封

ず

る
猫
逸

的
な
批
判

は
確

立

せ
ら
れ
た

の
で
あ

っ
た
。

シ
山
タ
イ

ン

の
政
治
緯

濟
學
批

判

は
結

局

こ
の

ヘ
ー
ゲ

ル
的

国
家
正
義

即

ち
反
市

民
耐
會

的

、
反
個
人

主
義
的

立
場

に
基
礎

を
置

く
。
彼

は
飢

に
「
フ
ラ

ン
ス
就
會

運
動
史
」
の
中

で

ヘ
ー
ゲ

ル
の
国
家

及
砒
會
概

念
を
受
け
入
れ

、
国

家
を
以

て
人
類
最
高

の
共
同
生
活
艦

と
し

、
砒
會

を
欲

求

の
盟
系

や
利

谷

の
原

則

に

シ
ュ
タ
イ
ン
の
政
治
経
済
學
批
劃

に
つ
い
て

一い

よ
っ
て
支
配
さ
れ

る
所

の
非
人
格
的
生
活
膿

と
し
て
み
る
α
又

財
政
學

の
中
に
も
国
家

の
絶
対
概
念
を
取
0
入
れ
、
国
家
を
以

て

「
最
高

の
人
格
的
統

一
に
ま
で
高
ま

っ
た
個
人
の
共
同
生
活

鴫
五

一

ノ
:

)

」
面

国

家

は
か

」
る
も

の
と
し

て
あ
ら
ゆ

る
時

羅

L

と
L

て
.託

る

代

あ
ら
ゆ

る
国
民

を
通

じ

て
存
在

す

る
普

遍
的

理
念

で
あ

る
。

而
も
財
政

は
何

よ
り

も
.
か

、
る
国
家

の
経
済
生
活

で
あ

る
か

ら

、
先
づ
國
家

の
本

質
を
究
め

て
始
め

て
其
本
質

を
理
解

し
得

る
。

從

っ
て
シ
諏
タ
イ

ン

に
よ
れ

ば
財
政
肇

は

「
圓
家
塾

龍
系

の
有
機
的
意
識
的

一
分
肢
」

な

の
で
あ

る
。
た

Ψ
こ
の
場
合

ヘ

ー
ゲ

ル
と
異

る
黙

と
云

へ
ば
、

シ
ニ
タ
イ

ン

の
問
題

は
國
家

一

般

で
は
な
く
國
家

の
経

済

で
あ

る
事

で
あ

る
。

ヘ
ー
ゲ

ル
は
市

民
肚
會

の
経

済
を
国
家

の
中

に
止
揚

し
た

の
で
あ

る
が
、
国
家

の

及
び
國
民
の
経
済
生
活
に
就
て
何
牌守
説
く
所
は
な
か
っ
た
。
こ

の
物
的
基
礎
を
持
な
い
國
家
は
恐
ら
く

シ
ュ
タ
イ
ン

に
と

っ
て

非
現
實
的
に
思
は
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
彼
は
国
家
理
念

の
み
を

設

い
て
そ
の
物
的
基
礎
を
顧
み
な
い
法
律
哲
學
の
抽
象
性
を
し

ば
く

非
難

し

て
み
る
。

そ
こ
で

シ
ュ
タ

イ

ン

は
國
家

の
羅

針

へ

へ

も

お

概

念

を
更

に

展
開

し

て
國

家

経

済

(0。
5
コ
萎

く
ご,P・。o
喜

δ

の
概

念

を

第
四

十
二
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一
一
〇
九
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六
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シ

ュ
タ
イ

ン
の
政
治
経
済
學
批
到

に
つ
い
て

奨

の
で
あ
る
副
併
し
国
家
蕪

の
概
念
は
↑

ゲ
ル
の
國
家

概
念
の
否
定
で
は
な
く
其
鷹
用
に
過
ぎ
な
い
。
從
っ
て
國
家
経

濟
が
個
人
経
済
よ
り
も

一
暦
高
次
の
關
係
に
立
つ
事

は

ヘ
ー
ゲ

ル
の
画
家
と
市
民
就
會

の
關
係
に
於
け
る
と
同
様
で
あ
る
。
か

く
て
シ
ー
ク
イ

ン
.の
場
合
に
は
國
家
経
済
の
視
角
か
ら
政
治
経

濟
墨
の
市
民
杜
會
的
、
個
人
主
義
的
財
政
観

が
批
判

さ
れ

る
の

e
ち
ス酬
.」
.

二
、
私
経
濟
的
財
政
襯

の
批
判

.

.戸
内
財
政

一
.般
に
つ
い
て

シ
ュ
タ
イ
ツ

に
よ
れ
ば
用
政
は

先
づ
国
家
の
経
済
で
あ
り
、.財
政
學
は
国
家
學
の

一
部
で
な
け

れ
ば
な
ち
な
い
の
で
あ

る
が
、
政
治
経
済
學

(特
に
英
国
古
典
學

派
)
は

財
政
案

単
な
る
私
経
済
と
見
倣

し
、
財
政
學
を
純
経
済

的
艘
系

の
中

に
包
括
す

る
。

シ
ュ
タ
イ

ン

は

こ
れ

を
評

し
て
次

の
如
く

云

ふ
。

、

一,
ア
ダ

ム
↓
ス
ミ
ス
か
ら
直
接

獲

し
た
意
見

に
從

へ
ば
國
家
経
済

は
特
殊

の
形
態

の
私
維
濟

に
過
ぎ
な

い
。
從

っ
て
私
経
済

を
支

配

す

る
法
則
と

全
く
同

一
の
法
則

に
從
は
ね

ば
な
ら

な

い
。
國

第
四
十
二
巻

一
一
一
〇

第
六
號

一
四
八

家
経
済

の
す
べ
て
の
範
疇
は
私
経
済

の

そ
れ

に
從
屡

〔d
暮
窪
,

o
『良
器
こ

し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
」

こ
の
政
治
経
済
學

の
意
見

は
シ
ェ
タ
イ
ン

に
よ
れ
ば
結
局
共
思
想
的
背
景
を
な
す
経
済
的

自
由
主
義
、個
人
主
義

に
由
來
す
る
。
即
ち
政
治
経
済
墨
は
あ
ら

ゆ
る
国
家

の
政
策
か
ら
解
放
さ
れ
た
個
人
の
自
由
な
経
済
的
活

動

の
中
に
國
民
全
能

の
幅
阯
を
見
出
し
、
合
理
的
な
資
本
主
義

経
済

の
塾
を
見

る
の
で
あ
る
。
從

つ
酬艦
園
敦

の
活
動
即
ち
行
政

は
「
官
僚
政
治

の
秘
密
と
専
制
君
主

の
恣
意
」
の
充
満
し
て
み
る

非
合
理
的
な
領
域
と
し
て
、
理
論
的
考
察
の
範
園
外
に
置

か
れ

る
d

其
故
に
国
家

の
財
政
を
考
察
す
る
際
も
、
行
政
の
全
領
域

(経
費
)
と
全
く
切
離
し
て
、
唯
資
本
主
義
経
済
或

は
市
場
経
済

と
の
接
鰯
面
を
問
題
に
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
か
く
し
て
財
政
は

国
家
経
済
と
し
て
の
特
色
を
失

ひ
市
場
経
済
の
面
に
存
在
す
る

私
経
済
と
同
列
に
置
か
れ
る
。
要
す
る
に
政
治
経
済
墨
に
よ
れ

ば
国
民
生
活
獲
展

の
法
則
は
、
す

べ
て
経
済
學

の
領
域
に
存
在

し
、
從

っ
て
又
あ
ら
ゆ
る
国
家
學

(財
政
學
も
)
は
経
済
學

に
基

か
ね
ば
な
ら
な

い
。
か
く

て
シ
ュ
タ
イ

ン

は
云
ふ
の
で
あ
る
。

「経
済
學
は
英
國
固
有
の
国
家
學

と
な
っ
た
。

大
陸
で
は
前
者

,F・w・1.S・5f工9)Stein
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は
後
者

か
ぢ
出
聾
し
て
、
後
音
に
本
来
の
故
郷
を
見
出
し
た

の

に
、
英
図
で
は
全
く
逆
の
道
を
辿
り

っ
」
経
済
學
か
ら
国
家

に

麟
.

關

す

る
あ
ら
ゆ

る
學

問
を
思

ふ
ま

」
に
造

り
出

し
た
。
」

シ
ュ
タ
イ

ン

は
反
封

に
あ
ら
ゆ

る
學

問
を
國
家
塾
腸
系

の
中

勘

・

・

に
統
制
し
や
う
と
し
た
。
就
中
財
政
學
は
国
家
學
罷
系

の
有
機

も

ヘ

ヘ

へ

的

一
分

肢

で
あ

る
。
共

は
先

づ
國

家

の
本
質
を
究
明

し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

シ
ュ
タ
イ

ン

の
所
謂
国
家
は
古
典
學
派

の
所
謂

「,瑞

つ
ぼ

の
国

家
概
念
-
…(つ三
下
つ
「【。
ぬ
雪
暮
多
。讐
.報
)
で
は
な
く

、

人
格

の
最
高

の
共
同
生
活
艦

で
あ

る
。
而
も

シ
ュ
タ
イ

ン

に
よ

れ

ば
こ

の
國
家

の
實
質

は
行
政

[℃
o
=
N①
評
く
①
「!'、曽
ぎ
星
鴉
)
の
領

域

に
存
在
す

る
。
行
政

は
国

民
生
活

に
直
接

接
隅

し
、
国

民

の

福
祉
を
増
進

し
、
國

民
を
國
家

の
中

に
有
機
的

に
統

一
す

る
。

個
人

の
経
済
生

活
と
雛
も
国

家
か
ら

猫
立
し
て
み
る

の
で
は
な

く
、
行
政

の
生
産
的
機
能

に
よ

っ
て
始

め

て
個

人

の
経

済
は
存

立

し
得

る
の
で
あ

る
。
財

政
は
か

㌧
る
行
政

の

一
部

門

で

あ

る
。
而
も
財

政

の
領
域

に
於

て
「,活
動

し

つ
㌧
あ
る
国

家

の
あ
ら

ゆ

る
他

の
領
域

の
物
的
條
件

が
猫
立

の
行
政

目
的
と
な

る
」

の

で
あ

る
か
ら
、
財
政

こ
そ
國
家

活
動

の
中
櫃

で
あ
る
。
財

政
は

シ
ュ
タ
イ
ン
の
政
治
経
済
學
批
剣
に
つ
い
て

牧
人

の
源
泉
と
し
て
国
民

の
経
済

(資
本
)
を
前
提
す

る
が
、
叉

他
面
財
政
は
行
政
を
通
じ
て
国
民
の
経
済
を
促
進
す
る
。

こ
れ

を
国
民
の
則
か
ら
見
れ
,ば
、
国
民
は
財
政
に
貨
幣
を
給
付
す
る

事
に
よ

っ
て
始
め
て
行
政
の
生
産
的
債
値
を
享
受
す

る
事
が
出

ヘ

ヘ

ヘ

へ

来
る
。
從

っ
て
こ
㌧
に
國
民
の
経
済
的
共
同
艦
帥
ち
国
家
経
済

が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
国
家
経
済
を
通
じ
て
國
民
経
済
と
國

家
と
は
有
機
的
に
統

一
す

る
。

國
民
の
共
同
経
済
と
云
ふ
シ
ェ

タ
イ

ン
の
国
家
維
齊

乃
概
念
ぱ
調
理

の
有
磯
的
共
同
器
と
云
ふ

国
家
概
念
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

拠
前
述
し
た
様
に
政
治
経
済
躍
は
行
政
を
不
生
産
的
な
領
域

と
し
て
財
政
の
理
論
的
考
察
か
ら
切
離
し
、
唯
財
政
と
私
経
齊

と
の
横

の
債
格
關
係
を
考
察
し
た
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
然

る
に

シ
ュ
タ
イ

ン

は
財
政
を
私
経
済
よ
り
も
高
次
の
関
係
に
立

つ
国

家
経
済
と
し
て
、
財
政
、
国
民
経
済
、
行
政
の
有
機
的
聯
關
、

即
ち
國
家
と
国
民
経
済
と
の
縦

の
聴
聞
を
考
察
す
る
。
帥
ち
行

政
は
其
生
産
的
作
用

に
よ
っ
て
、
国
民
経
済

の
生
産
力
を
促
進

し
、
が

く
し
て
促
進
さ
れ
た
生
産
.力
は
國
家
に
牧
人
を
も
た
ら

し
、
こ
の
牧
人
は
再
び
行
政
活
動

の
原
動
力
と
な
る
。
と
れ
シ

第
四
+
二
巻

二

=

第
六
號

一
四
九
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13)
14)
15)
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シ
ュ
タ
イ

ン
の
政
治
糧
濟
學
批
判

に

つ
い
て

へ

も

も

も

も

.一
タ

イ

ン
の
所

謂

有

機

的

循

環

(○
「σQ

年
三
鷲
7
0
囚
「Φ
互

"
二
〇

で

あ

り

、
普

通

再

生

産

詮

("
Φ
℃
3
ユ
ロ
互

乱
篭
鴇
一5
9

Φ
)
と

云

は
れ

る

動

も

の
で
あ

る
。

庭

で
財

政

(
牧
人
、
支
出
、
及
び
雨
着
の
調
整
)
は
行

政

の
生
産

的
活
動

と
國

瓦
経
齊

の
生
産
力

を
媒
介

す

る
地
位

に
あ

る
。
即

ち
財
政

は
国

民
経
済

よ
り

も
た
ら

さ
れ

充
牧
人
額

と
行
政

の
生

産
的
債
、値

(絶
賛
の
価
値
)
を
比
較
老
.観

し
、
正
常

な

る
有
機
的

循
環

を
維

持
す

る
役
割

を
持

つ
。
牧
人
額

と
行
政

の
便
値

と

の

バ
ラ

ン
ス
を
保

ち

、
正
常

な
有
機

的
循
環
を
維
持

す

る

な

ら

ば
、
國

家
推
力

と
国

民
経
済

と
は
内
面
的

に
調
和
さ
れ

る
。

シ

ュ
タ

イ

ン

に
よ

れ
ば

こ

の
両
者

を
調
整

し
得

る
も

の
は
国
家

生

活

の
過
去

、
現

在
、
未
來

を
洞

察
し
得

る
偉
大
な
政

治
家
(し。
三
P

胸

巨
⇒
琶
=
)
で
あ
る
。
か
く
て
政
治
経
済
學

の
財
政
論

の
中
心
に

は
償
格

の
自
然
法
則
が
、
シ
ュ
タ
イ

ン

の
財
政
學

の
中
心
に
は

政
治
家

の
偉
大
な
人
格
が
置
か
れ

る
。

二
、
租
税
の
本
質
に
つ
い
て

政
治
経
済
學

の
私
経
済
的
財

政
観
は
又
租
税

の
本
質
論
に
も
現
は
れ

る
。
即
ち
批
ハは
財
政
を

画
家

の
行
政
活
動
と
切
離
し
、
國
寂
経
済
と
し
て
の
特
色
を
無

策
四
十
二
巻

一
一
一
二

第
六
號

一
五
〇

覗
す

る
か
ら
、
財
政
は
輩
な

る
私
経
済

と
し

て
他

の
私

経
済

よ

り
交
換
關
係

を
通
じ

て
貨
幣

(租
税
)
を
獲
得

し
な
け
れ

ば
な
ら

な

い
。

租
税
利

益
説

こ
れ

で
あ

る
。

斯
様

な
見
網肝
に
從

へ
ば
シ

諄
ク
イ

ン

の
云

ふ
様

に
一
一
国
家

は

ヘ

へ

す

べ
て
の
企
業
家

と
同
様

に
勢
倒

し

て
み

る
。

そ
し

て
租
税

は
陶

国

民
が
か

」
る
国
家

の
勢
働

に
戯

し

て
支
彿

ふ
債
格

で
あ

る
。
L

シ
」
タ
イ

一.・
は
又

こ
の
私
経

薩
的
租
税
擬

を
助
長

す

昂
も

の
と

し
て
議

會
政
治

の
都
響

を
上
げ

た
。
帥

ち

こ

の
場

合
、
租
税

は
政

府

と
政
黛

の
間

に
行

は
れ

る
私
経

済
的
だ
取
引

だ

か
ら

で
あ

る
。

然

る
に

シ
ュ
タ
イ

ン

に
よ
れ

ば
租
税

の
中

に
こ
そ
国

家

及
び

国
家
経
済

の
本
質

が
現
は
れ

ね
ば
な

ら
な

い
。
蓋

し
租
税

は
「
國

民

の
経

済
的
国

家
意
㎝識

ウ
く
三
・。〔
;
⇒
翻
6
ぎ

3喀
5
P
巨
ろ
"-鵠
ω7
0
一三

が
其
中

に
凝
固

し
た
」
も

の
で
あ
り
、
又
「
憲
法

と
行
政

に
よ

っ

て
共
同

生
活

の
牧
人

が
個
人

の
牧
人
か
ら
引
出

さ
れ

る
経

済
的

共
同
生

活
」
の
領
域

だ
か
ら

で
あ

る
。
即
ち
租
税

の
意
義

は
政

治

経

済
學

が
考

へ
る
檬

に
個
人

の
国
家

に
封
ず

る
貨
幣

的
給
付

に

濃

き

る
も

の
で
は
な
く

、
こ
の
租
税

物
入

が
行

政
を
通
じ

て
國

瓦
全
韻

の
経
潜

力
を
促
進
す

る
所
に
租
税

の
本
質

が
存
在
す

る
。

16)P
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」

從

っ
て
シ
ュ
タ
イ

ン
は
次

の
如
く
言

ふ
..
「
か
く
て
国
家

の
最
も

内
面
的
な
生
活

の
内
に
か
の
有
機
的
循
環
が
行
は
れ
て
る
る
。

其

は
国
民
の
直
接
的
感
情
に
よ

っ
て
常
に
感
じ
ら
れ

る
も
の
で

あ
る
が
、
今
や
始
め
て
科
學
が
次

の
様

に
こ
れ
を
定
式
化
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。
即
ち
租
税
力
は
租
税
を
、租
税
は
行
政
を
、

行
政
は
乍
併
再
び
租
税
力
花
生
み
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
。」

三
、
租
挽

の
傳
嫁
に
つ
い
て

政
治
経
済
學
ぱ
阻
椀
の
本
貫

に
就
て
多
く
語
ら
な
.加
つ
た
。
む
し
ろ
其

の
理
論
的
陶

心
は
主

と
し
て
租
税

の
榑
嫁
現
象
に
謝
し
て
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

而
も
こ
の
事
實

の
中
に
政
治
経
済
學

の
市
民
的
、
値
入
主
義
的

性
格
が
顯
著

に
現
れ
て
み
る
。
蓋
し
租
税
の
蝉
嫁
は
云
ふ
ま
で

も
な
く
市
場
経
贋

の
面
に
於
け

る
紬
織
　な
経
済
現
象
で
あ
り
、

私
経
済
間

の
軍
な
る
費
買
關
係

で
あ
る
か
ら
、
韓
嫁
論
こ
そ
国

家
の
行
政
か
ら
濁
亡
し
た
自
由
な
市
民
肚
會
に
於
け
る
合
理
性

を
追
求
す
る
政
治
経
済
學

に
と

っ
て
最
も
似

つ
か
は
し
い
問
題

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。從

っ
て
又
シ
.
タ
イ

ン
の
批
判
は
當
然

榑
嫁
論
に
向
か
な
ぱ
な
ら
な

い
。
彼
の
所
謂
租
税

の
國
家
経
済

的
性
質
は
韓
嫁
論
に
於

て
、
最
も
甚
し
く
閑
却

さ
れ

る
か
ら
で

シ
ュ
タ
イ
ン
の
政
治
経
済
學
批
到
に
つ
い
て

あ

る
.、
シ
ュ
タ

イ

ン
の
批
判

の
論
嫁

は
租
税
簿
嫁
論

が
決

し

て
明

確

な
結

論

に
到
達

し
な

い
と
云

ふ
窯

に
あ

っ
た
。
即
ち
政
治
経

済
學

は
租
税
を
軍

な

る
私
経
濟
的

な

コ
.ス
ト
と
考

へ
て
、
商
品

の
費
買

を
通
じ

て
行
は
れ

る
租
税

の
弊
嫁
過
程

を
個
人
か
ら
個

人

へ
無
限

に
辿

っ
て
行

っ
た
。

そ
し

て
租
税

は
結

局
誰

が
支
梯

ふ

の
で
あ
る
か

と
云

ふ
問
題

に
は
少

し
も
答

へ
な
か

つ
旋

の
で

あ
る
。

シ
謁
タ
イ

ン
は
言

ふ
。
「,…
…
最
早

か

の
胆早
純
な
殆
ん

ど

幾
.疵

勺
..よ
卓
出駅
で
十
八尉

」ヒ
計

アD
拝

,h
叫
k

丈

、
、、
粟
口L
圭
・
二
.工

・
.
恥い此↑
直

・7
市
.迎
r卜
r
㎞"
』rハ
}
.零,,
　に・」
一
.

り
(
トー
….今'↓∠
、

月
曜在
コ
'r

れ

ば
個

々
の
取
引
行
爲

に
於

て
誰

が
先
づ
租
税

を
支
沸

ひ
、
次

に
誰
が
負
播
す

る
か
と
云

ふ
事

は
わ
か

る
。

併

し
全
流
通
過
程

に
於

て
は
、
す

べ
て
の
入
が

あ
ら
ゆ

る
消
費
財
叩単
位

の
貸
手

で

あ

る
と
同

に
買

手

で
あ
り
、
す

べ
て

の
支
出

と
牧
人

の
中

に
租

税

の
断
片

が
含

ま
れ

で
る

る
と
す
れ

ば
、
誰

が
結

局
最
後

に
租

税

を
支
彿

ひ
且

つ
負

推
す

る

の
で
あ
ら
う

か
。
明
か

に
こ

の
問

題

に
封

ず

る
最
後

の
解
答

は
軍
純
な
縛
嫁

の
見

地
か
ら
得

る
事

鋤

は
出
來
な
い
。」
政
治
経
済
墨

の
租
税
韓
嫁
論
が
右

の
様
な
循
環

論

に
陥

っ
た
と
云
ふ
理
由
は
、
結
局
其
が
市
場
経
済

の
面
に
於

け
る
横

の
債
格
闘
係

の
み
に
心
を
奪

は
れ
て
、
租
税

の
中
に
國

第
四
十
二
巻

一
一
=
二

第
六
號

一
五
一
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シ
ュ
タ
イ
ン
の
政
治
経
済
學
批
判
に
つ
い
て

家

と
國

民
経

済

の
間

の
有
機
的

循
堤
が
行

は
れ

て
る

る
と
云

ふ

事

實

を
無

観
し
た

か
ら

で
あ

る
。

シ
ュ
タ
イ

ン

の
国
家
経

済
的

肋

租
税
論

は
市
場

経
済
的
租
税
論

に
封

し

て
次

の
様

に
教

へ
る
。

即
ち
租

税
は
叩単
な
る
私
経

濟
的
な

コ
ス
ト
で
は
な
く

、
云
は

Ψ
國
家

の
行

政

と
国
民
経
済

の
協
力

の
下

に
行

は
れ

る
共
同

生

産

の
費

用
で
あ

る
。
そ
し

て
こ

の
費

用
を
再
生
産
す

る
も

の
は

k

藝
勺

畠二
丁
父

舌
の

'"一
う
5
。
建

つ
=
巽
㌃

)
云
金
聾

)
と

弔

沸
く
、P
T自
註
奇

.議

.

.
」ぜ
襲

顧一
超

.喫

,刷
!
叩-
伯
調嵯
、口
.堆
糸

」"
び
、
…5
亜

ふ
租
税

の
全
額

は
行
政

の
生
産

的
債
値

に
等

し
く
な
け
れ

ば
な

ら

な

い
。
私
経

済
が
意
識
す

る
と
否

と
に
拘

ら
す

、
租
税
額

だ

け

の
商
品
債
格

を
圃

牧
し
得

る
と
云

ふ
事
は
行
政

の
生
産
的
機

能

に
よ
る
も

の
で
あ
り

、
又
反
射

に
租

税
額
だ
け

の
商

品

の
追

加
債
権

を
支
携

ふ
と
云

ふ
事

は
即
ち
行
政

の
生
産
的
債

値

に
封

し

て
支
彿

っ
て
み

る
事

で
あ
る
。

こ
れ

は

シ
ェ
タ
イ

ン

の
所

謂

、.
ひり
蚕
さ
「で
「O
亀
目
押
鼠
⊆
成
.
の
現
論

で
あ
り
、
再
生
産
設

の
亜
種

で

あ

る
く
.

.

.

三
、
批

評

ど

結

論

、

シ
ュ
タ
イ

ン

の
私
経
済
的
財

政
槻

の
批
刹

に

よ

っ
て
先

づ
財

第
四
十
二
巷

一
一
一
四

第
六
號

一
五
二

政

の
本
質
把
握

の
上

に
如
何
な

る
進
歩

が
も
た
ら
さ
れ
海

で
あ

ら

う
か
。

一
、
財
政

と
政
治

の
聯
關

の
認

識
こ
れ

で
あ
る
,

シ
浩
タ
イ

ン
は
政

治
経
済
學

の
純
維
濟
的
な
膿
系

の
中

に
姿

を
浸
し

て
み

た
財
政
學
を
再

び
國
家
學

の
中

に
取
り
戻
す

と
同
時

に
、
財

政

の
経
済
的
性
質

の
み
な
ら
す

、
政
治
的
則
面
を
も
明

か
に
し
た

の
で
あ

る
。
惟

ふ
に
財

政
を
国
家

一お

抽
致

し

て
、
財
政

と
帯

揚

経
済

の
接

鰯

面
を
考

察
し
て
み
る
だ
け
で
は

、
到
底
其
眞

相

を
明
か

に
す

る
事

は
出

来
な

い
で
あ
ら
う
。

シ
ュ
タ
イ

ン

は
財

政

の
地
位
を
確

定

し
て
國
家
行
政

の

一
領
域

と
し
た
。
而
も

こ

の
領
域

は
他

の
行
政
各
部

の
物
的
條
件

を
供
給

す
る
所

で
あ

る

か
ら
、

シ
ュ
タ
イ

ン

は
財
醗

の
中

に

「
行
政
各
部

の
封
立
が
最

踊

も
明

か
に
観
取

さ
れ

る
」
と
言

ふ
。
即

ち
彼

は
財
政

を
政
治

の

物
的
基
礎

と
し

て
理
解

し

て
み
た

の
で
あ

る
。

二
、
又

シ
ュ
タ
不

ン

は
財
政

を
軍

な

る
私

経
済
或

は
家
計

ど

見
す

に
、
更

に
視
野
を
援
大

し

て
国

民
経
済
と
政
治

(行
政
)
.と
.

の
交
渉

す

る
領
域

と
し

で
理
解

し

て
み
た
。

こ
.X
に
も
亦
彼

の

偉
大
な
功
績
が

あ
る
。
即
ち
厨
家

は
そ

の
政

治
活
動

の
爲

に
財

22、S霊eln,F.w.it,S.556仔,
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政
を
通
じ
て
国
民
経
済
よ
り
牧
入
を
獲
得
し
、
更
に
再
び
国
民

経
済
の
内
に
放
出
す
る
。
文
園
民
経
済
は
國
家
の
財
政
に
貨
幣

を
給
付
し
、
國
家
の
政
治
活
動
を
通
じ
て
様

々
な
経
済
的
利
益

を
享
受
す

る
。
唯

シ
ュ
タ
イ

ン
は
國
家
及
び
國
民
経
済
を
様

々へ

な
利
害
を
有
す

る
園
禮

の
多
元
的
な
統

一
と
見
す
、
軍
な
る
有

へ

も

た

へ

機

的

統

一

と

考

へ

、

更

に

政

治

と

経

済

と

の

統

一
を

政

治

家

の

尺

各

こ

葵

犠

辷

り

誉

レリ

る

公

、

こ

江

ま

材

改

卜
{
り

険

ム
ロ
淵

薗

.

ノ
イ

　

ン
リドげヨ　

フ

リ

ロ
　
ニ

ゴ

ロノ

　

ヌ

く

く

エ

ロ
く
　
ユ

ロて
　

　
　
　
コ

摺

経
済
問
題

を
隅

避
す

る
態
度

に
他

な
ら

ぬ
。
併

し

こ
の
貼

を
一3

ぶ
と
し

て
も

、
看
過
出
来

な

い

の
は
次

の
様

な
訣
黒
で
あ

る
。

一
、
即

ち
政

治
経
済
學

の
様

に
私
経

済
的

な
諸
概
念

を
直

ち

に
財

政

に
適

用
す

る
事

は
確

か
に
安

富

で
は
な

い
が
、
ま
た

シ

ュ
タ
イ

ン

の
様

に

ロ
マ
ン
チ
ッ
ク

な
國
家
論

か
ら
引

出

さ
れ

た

諸
概
念

を
直
ち

に
國
家

の
経
済
生
活

に
慮

用
す

る
事

も
要
當

で

は

な

い
。
帥

ち
国
家

の
理
念

を
直

ち
に
共
経
済

生
活

に
隙

用

し

て
、

こ
れ

を
國

民

の
共

同
維
濟
と
呼

ぶ
事

は
何
等
現
實

の
国

家

経

済

の
説
明

に
は
た
ら
な

い
。
.
.惟

ふ
に
現
代

の
あ
ら
ゆ

る
経
済

生
活

(其
が
瞥
利
経
済
と
異
る
家
庭
経
涛
に
し
ろ
、
其
他
の
共
同
経
濟

に
し
ろ
)
.
は
資
本

主
義

紅
濟

の
洗
禮
を
受

け

て
み

る
の
で
あ

っ

シ
ュ
タ
イ

ン
の
政
治
羅
濟
學
批
劃

に
つ
い
て

て
、
経
済
生
活
を
歴
史
的
、
具
膿
的
に
把
握
す
る
限
り
、
資
本

主
義
経
済
と
の
聯
關
を
無
視
す
べ
ぎ
で
は
な

い
。
國
家
経
済
と

難
も
決
し
て
例
外
を
な
す
も

の
で
は
な
い
。
国
家
経
済

の
意
義

を
財
政
部
門
に
限
る
と
し
て
も
、
或
は
又
他

の
射
政
各
部

の
経

済
生
活
に
及
ぼ
す
と
し
て
も
、
國
家

の
経
済
は
牧
人
、
支
出
を

通
じ
て
資
本
主
義
経
済
と
密
接
に
交
渉
し
、
又
資
本
主
義
経
済

の
範
疇
(貨
幣
、商
品
、勢
銀
等
)
は
國
家
続
濟
に
も
適
用
さ
れ
る
。

資
本
杢
義
計
毎
日
の
維
糾
生
活
は
ア
ダ

ム

・
ス
ミ
ス
や
リ
カ
ル

ド
が
極
め
て
卒
直
に
設

い
疫
橡
に
、
叉
独
逸

で
は

ヘ
ー
ゲ
ル
が

共
市
民
肚
會
論

で
批
判
的
に
極
め
て
鋭
く
描
き
出
し
た
様
に
、

も

も

カ

コ

個

人
主
義

的

(
私
経
済
的
)
反
国
家
的

性
質

を
持

つ

も

の

で

あ

る
。

從

っ
て

こ
の
経

済
生
活

の
諸

要
素

を
直

ち

に

ロ
マ
ン
チ

ッ

ク
な
国
家
概
念

の
中

に
盛

る
事
は
出
來
な

い
。

ヘ
ー
ゲ

ル
の
国

家

の
中

に
は
経

済
的
要

素
が
扶
け

て
み
る
が

(
こ
の
黙
を
シ
ユ
タ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

イ
ン
は
非
難
す
る
)
彼

の
所
謂
経
済
即

ち
欲
.求

の
艦

系

は
市

民
砒

會

の
段
階

で
あ
ら
は
れ

る
特

定

の
生
活

で
あ

る
と
す
れ

ば
、
む

し
ろ

こ
れ
は
當
然

の
事

で
あ
ら
う
.、
然

る
に

シ
ュ
タ

イ

ン

は

ヘ

ー
ゲ

ル
的
国
家
概
念

と
経
済

と
を
結
合
す

る
爲

に
.
経
済
生

活

甜廻
田
[十
二
巻

一
一
一
五

第
占ハ
號

一
五
三
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シ
ユ
タ
イ
ン
の
政
治
粍
権
準
批
列
に
ワ
い
-

の
中
か
ら
其
歴
史
的
た
諸
特
質
創
ち
桐
人
主
義
的
要
素
を
抽
象

す
る
。
乍
併
か
く
し
て
得
ら
れ
た
岡
家
経
済
危
る
概
念
、
或
は

共
よ
り
派
生
す
る
再
生
産
読
や
良
国
門

2
0号
S
E
E
S
-』
の
理
論

は
極
め
て
現
貫
性
に
と
ぼ
し
い
も
の
勺
あ
っ
た
。
日
明
は
一
五
は
ピ

絞
情
概
念
の
出
燥
化
で
る
わ
ν
、
或
は
む
し
ろ
浪
漫
的
閥
次
識
の

経
拘
化
で
あ
る
。

酌
も
更
に
シ
一
ゐ
ノ
イ
ン
は
政
治
山
川
崎
川
都
内
一
河
川
開
示
的
側
人
主

義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
反
封
し
た
と
は
云
へ
、
古
典
準
派
の
生

南
偏
重
全
義
や
梁
観
主
義
を
そ
の
ま
L
継
示
し
て
ゐ
た
の
包
あ

。
る

シ
ュ
ダ
イ
ン
が
行
政
の
生
産
性
を
説
く
馳
で
は
古
典
事
派

と
具
、
る
が
、
閥
次
の
目
的
を
資
本
蓄
積
に
限
定
す
る
駄
で
は
同

又
シ
コ
タ
イ
ン
が
剛
氏
絞
怖
の
個
人
主
義
的
則
耐

を
抽
象
す
る
黙
で
は
、
古
典
壊
滅
と
異
る
が
、
凶
民
経
桝
を
資

本
の
生
産
、
再
生
産
の
行
は
れ
る
生
産
枇
舎
と
し
・
こ
の
中
に

枇
合
的
矛
盾
を
見
な
い
貼
台
は
同
一
?
あ
る
。
シ
ェ
タ
イ
y

一
で
あ
る
。

所
謂
国
間
家
と
凶
民
経
済
の
有
機
的
調
和
、
邸
中

h
J

有
機
的
術
壊
と

は
結
局
経
済
政
策
的
、
生
産
政
策
的
意
義
を
持
つ
に
過
ぎ
や
枇

合
政
策
を
立
味
し
な
か
っ
た
。
彼
は
財
政
上
の
枇
合
問
題
を
川

解
し
た
か
っ
た
。
否
彼
は
組
税
を
特
定
の
階
級
の
鳩
に
利
附
す

る
ilil: 
合
止jヒ
策
ll: 
針
し
」

積
極
自可]
l亡
反
主ljJ-
し
?と

五
PLJ 

第
四
十
二
巻

ム

ノ、

第
六
披

十
九
世
後
牢
獄
逸
で
祉
企
百
政
策
的
、
倫
理
的
思
想
が
接
頭
L

た
時
、

の
財
政
事
が
歓
迎
さ
れ
友
か
っ
た
の
は
か

シ
J

ク
イ
ン

う
云
っ
た
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
時
代
を
特
徴
付
け

る
ワ
グ
十

1
Lと
シ
コ
タ
イ
ン

の
「
財
政
事
と
閥
次
枇
合
主
義
」

M'を
命、め
げ"、ぐ
時、る
11:、干E

k を、.

記し
山 U、
" 之為

i1s-刊

」fi戦

iiJ長

シ
ュ
タ
イ
ン

の
財
政
壊
は

の
認
識
ホ
川
中
日
れ
川
れ
し
た
い
も

ず〉

の
と
し
て
斥
け
ら
れ
た
。
倫
理
事
派
の
ァ
ー
ケ
も
特
に
シ

L

タ

イ
ン
の
租
税
論
を
評
し
て
弐
の
如
く
一
言
ロ
ム
。
-
シ
ュ
ダ
イ
ン
は
資

本
蓄
積
並
び
に
共
諸
要
素
(
資
本
、
拙
労
働
、
所
符
|
品
)
に
闘
す
る

純
粋
た
経
桝
概
念
の
上
に
租
税
鰐
系
を
組
立
て
た
。
こ
の
際
彼

は
岡
本
経
消
の
目
的
、
従
っ
て
剛
山
裂
の
目
的
を
一
般
に
資
本
蓄

積
に
限
定
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
と
の
前
提
は
あ
ま
り
に
狭
す

ぎ
る
。
?
止
に
そ
の
錫
に
と
の
前
提
の
下
で
彼
は
公
平
負
拾
に
闘

す
る
問
題
を
諭
や
る
絵
地
が
た
か
っ
た
の
で
あ
る
o
」
L
}
結
局

シ
ュ
ク
イ
ン
の
財
政
思
は
濁
逸
の
資
本
家
階
級
を
育
成
せ
ん
と

す
る
柊
茨
的
カ
メ
ラ
リ
ズ
ム
の
傍
統
に
基
い
て
ゐ
る
。
被
の
川
間

家
経
済
風
一
は
所
設
政
治
総
桝
闘
甲
山
川
排
諮
法
的
た
批
判
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
の

25) .. Sltltan， Die Staatseinahmen. S. 144・
26) Slein， F.w. .1. S. 148 ff. 
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Vocke， Ahgabent Auflagen und Stcncrn， (1887) S. 5+・
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28) 


